
 

船舶事故調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 平成３０年６月２４日 ０６時４３分ごろ 

発生場所 香川県三豊
み と よ

市古三
こ み

埼東南東方沖 

 紫雲
し う

出
じ

山二等三角点から真方位２５８°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１４.５′ 東経１３３°３５.０′） 

事故の概要 プレジャーボート暢
よう

航
こう

号は、西北西進中、転覆した。 

事故調査の経過 平成３０年８月３日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 暢航号、０.１トン 

 ２４０－５９９２２香川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機に濡損、船底外板及び左舷船側部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約３～６m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮流 北西流

約０.２ノット 

 事故の経過  本船は、分割式小型ボートで、船長が１人で乗り組み、同乗者２人

を乗せ、三豊市肥地
ひ じ

木
き

漁港の東北東方沖の釣り場に到着し、釣りの準

備をしていたところ、波が高くなってきたので、釣りを断念し、同漁

港に向けて帰航を開始し、古三埼東南東方沖を西北西進していた。 

本船は、左舷船首部から波高約１ｍの波が打ち込んで水船状態とな

ったのち、右舷側に傾いて転覆した。 

 本船は、船長及び同乗者２人が転覆した本船の船底に掴
つか

まっていた

ところ、風潮流で北北西方に流され、肥地木漁港付近に漂着した。 

 本船の乾舷は、約２０cm であった。 

 船長は、発航前に波高約０.５ｍという予報を知っており、本船の

乾舷が低く波の影響を受けやすいので、発航を控えれば良かったと本

事故後に思った。 

 船長及び同乗者２人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 

本船は、風速約３～６m/s の風が吹く状況下、船長が、発航前に波

高約０.５ｍの予報を知っていたものの、発航したことから、古三埼

東南東方沖を出港地に向けて西北西進中、左舷船首部から乾舷を越え

る波が打ち込んで水船状態となり、右舷側に傾いて転覆したものと考

えられる。 

原因  本事故は、本船が、風速約３～６m/s の風が吹く状況下、船長が、

発航前に波高約０.５ｍの予報を知っていたものの、発航したため、



 

古三埼東南東方沖を出港地に向けて西北西進中、左舷船首部から乾舷

を越える波が打ち込んで水船状態となり、右舷側に傾いて転覆したも

のと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・乾舷を越える波に遭遇するおそれがある場合には、自船の堪
たん

航性

を考慮し、発航を控えること。 

 


